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生活
せいかつ

の いろいろなこと （西宮市
にしのみやし

の 場合
ば あ い

） 

子供
こ ど も

を 生
う

んだ とき（出産
しゅっさん

した とき） 
 

○ 手続
て つ づ

き 

(1) 医者
いしゃ

か 助産師
じょさんし

から、 出 生
しゅっしょう

証 明 書
しょうめいしょ

（＝子供
こども

が 生
う

まれた ことを 証 明
しょうめい

する 書 類
しょるい

）を  

もらって ください。（ 出 生 届
しゅっせいとどけ

と 同
おな

じ 書
か

き 方
がた

 です。） 

(2) 子供
こども

が 生
う

まれてから 14
１４

日
か

が 過
す

ぎる 前
まえ

に、市
し

役 所
やくしょ

や 支所
ししょ

、サービスセンター
さ ー び す せ ん た ー

、 

アクタ
あ く た

西 宮
にしみや

ステーション
す て ー し ょ ん

に 出 生 届
しゅっせいとどけ

を 出
だ

します。母子
ぼ し

健 康
けんこう

手 帳
てちょう

を 持
も

って行
い

って ください。

父
ちち

と 母
はは

が 外 国 人
がいこくじん

の 場合
ばあい

は 父
ちち

と 母
はは

の 国 籍
こくせき

証 明 書
しょうめいしょ

（＝ 国 籍
こくせき

を 証 明
しょうめい

する 書 類
しょるい

、

パスポート
ぱ す ぽ ー と

など）と 結 婚
けっこん

を 証 明
しょうめい

する 書 類
しょるい

を 持
も

って行
い

ってください。 

 その 時
とき

、 出 生 届
しゅっせいとどけ

記載
きさい

事項
じこう

証 明 書
しょうめいしょ

を もらって ください。 

(3) 子供
こども

が 生
う

まれてから 30
３０

日
にち

が 過
す

ぎる 前
まえ

に、 出
しゅつ

入 国
にゅうこく

在 留
ざいりゅう

管 理 局
かんりきょく

で、在 留
ざいりゅう

資格
しかく

を 取
と

る 

手続
てつづ

きを します。60 日 間
にちかん

の 間
あいだ

に 日本
にほん

を 出
で

る 場合
ばあい

は、手続
てつづ

きを しなくて いいです。 

(4) 子供
こども

が 生
う

まれてから 60 日
にち

が 過
す

ぎる 前
まえ

に、市
し

役 所
やくしょ

や 支所
ししょ

で、 外 国 人
がいこくじん

登 録
とうろく

を します。 

 

（ 連 絡 先
れんらくさき

） 

西
にしの

宮
みや

市
し

役
やく

所
しょ

 市
し

民
みん

課
か

 （ 住 民
じゅうみん

記録
きろく

担 当
たんとう

）  0798-35-3014 

西
にしのみや

宮市
し

役
やく

所
しょ

 市
し

民
みん

課
か

（戸
こ

籍
せき

担
たん

当
とう

） 0798-35-3128 

外 国 人
がいこくじん

在 留
ざいりゅう

総 合
そうごう

インフォメーションセンター
い ん ふ ぉ め ー し ょ ん せ ん た ー

   0570-013904 

                  (IP,、PHS、[ 海 外
かいがい

] 03-5796-7112) 
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生活
せいかつ

の いろいろなこと （西宮市
にしのみやし

の 場合
ば あ い

） 

○ 健 康
けんこう

保険
ほ け ん

と 子供
こ ど も

を 生
う

むのに かかる お金
かね

 

子供
こども

を 生
う

むときは、 病 院
びょういん

などに かかる お 金
かね

が 健 康
けんこう

保険
ほけん

から でません。 病 気
びょうき

で 病 院
びょういん

に 

行
い

くときとは 違
ちが

います。お 金
かね

が たくさん かかります。 

健 康
けんこう

保険
ほけん

に 入
はい

っている 人
ひと

は 子供
こども

を 生
う

むときに 出 産
しゅっさん

一時
いちじ

金
きん

という お 金
かね

を もらうことが 

できます。 

健 康
けんこう

保険
ほけん

から 出 産
しゅっさん

一時
いちじ

金
きん

を 直 接
ちょくせつ

 病 院
びょういん

に 払
はら

う 制度
せいど

（ 直 接
ちょくせつ

支 払
しはらい

制度
せいど

）が あります。

制度
せいど

を 使
つか

う 場合
ばあい

は、 出 産
しゅっさん

する 病 院
びょういん

に 聞
き

いて ください。制度
せいど

を 使
つか

わない 場合
ばあい

は、自分
じぶん

の 

健 康
けんこう

保険
ほけん

の 係
かかり

に 聞
き

いて ください。 

 

（ 国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険
ほけん

に 入
はい

っている 人
ひと

が、手続
てつづ

きを する ところ） 

西 宮 市
にしのみやし

役 所
やくしょ

 国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険課
ほ け ん か

  0798-35-3120 

 

○国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

の減額
げんがく

（支払
しはら

うお金
かね

を減
へ

らすこと） 

国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険
ほけん

に入
はい

っている人
ひと

が 子
こ

どもを生
う

むとき、 国 民
こくみん

健 康
けんこう

保 険 料
ほけんりょう

の 減 額
げんがく

（支払
しはら

うお金
かね

を

減
へ

らすこと）ができます。減 額
げんがく

するためには申 込
もうしこ

みをしてください。 

申 込
もうしこ

みには母子
ぼ し

健 康
けんこう

手 帳
てちょう

や子
こ

どもが生
う

まれる日
ひ

など確 認
かくにん

できるものが必 要
ひつよう

です。 

 

問
と

い合
あ

わせ先
さき

 西 宮 市
にしのみやし

役 所
やくしょ

 国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険課
ほけんか

       0798-35-3117  

 

※ 詳
くわ

しい ことは、日本語
に ほ ん ご

が 分
わ

かる 人
ひと

と 一 緒
いっしょ

に 聞
き

いて ください。 


